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命
令
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さ
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普
天
間
騒
音
訴
訟
で
国
に
賠
償
命
令
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
普
天
間
飛
行
場
（
沖
縄
県
宜
野
湾
市
）
周
辺
の
住
民
約
二
千
二
百
人
が
、
米
軍
機
の
騒
音
で
日
常
生
活
や
睡
眠
を
妨
害

さ
れ
、
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
な
ど
と
し
て
、
国
に
計
約
十
億
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
の
判
決
で
、
那
覇
地
裁
沖
縄
支

部
は
十
一
日
、
「
騒
音
被
害
は
深
刻
か
つ
広
範
に
わ
た
る
、
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
と
評
価
で
き
な
い
」
と
し
て
国

に
計
約
七
億
五
千
四
百
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
と
の
報
道
が
各
種
な
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

今
回
、
那
覇
地
裁
沖
縄
支
部
が
下
し
た
判
決
に
関
し
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

二

今
回
の
判
決
を
受
け
、
世
界
一
危
険
な
飛
行
場
と
言
わ
れ
る
普
天
間
飛
行
場
を
即
刻
閉
鎖
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
如
何
。

三

今
回
下
さ
れ
た
判
決
は
、
基
地
負
担
を
強
い
ら
れ
る
住
民
が
日
常
生
活
に
お
い
て
精
神
的
苦
痛
等
を
い
か
に
受
け
る
も
の

か
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
住
民
の
精
神
的
苦
痛
を
な
く
す
た
め
に
も
、
普
天
間
の
代
替
え
を
緊
急
措
置
と
し
て
、
現
在
あ

る
嘉
手
納
飛
行
場
や
下
地
島
飛
行
場
で
運
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
考
え
如
何
。

右
質
問
す
る
。


